
学校経営基本方針 

◇学校教育目標 

◇めざす児童像 

 

 

 

 

 

 

１【児童】 

 （１）道徳教育・人権教育の充実：全教育活動を通じて心を耕す指導 

 （２）異年齢集団による活動の充実：交流学習やたてわり活動、異校種交流等 

 （３）健康教育の推進     ：食育・保健・体育⇨マイスクールプランの実践 

 （４）学習活動の充実     ：基礎学力の向上・豊かな表現力の育成・学習形態の工夫改善 

 （５）生活指導の充実     ：基礎的な生活習慣の定着（挨拶・言葉遣い等）、清掃等への 

積極的な取り組み 

 （６）ボランティア学習の推進 ：ボランティア活動への積極的な取り組みと意識の向上 

 （７）家庭・地域との連携   ：保護者・地域ボランティアとの学習、地域訪問、異校種交流等 

                 （三小を助け隊；学校支援地域本部事業） 

２【教職員】 

（１）信頼と和による協働   ：①教職員の共通理解；報・連・相の徹底、確実な結果の報告  

                  ②職務の自覚；自分の職務に誇りを持って取り組む、主任指導 

性の発揮、協力体制の確立 

                 ③服務規程の順守；綱紀の保持（学校職員・公務） 

（２）学年・学級経営の充実   ：１年間の勝負。評価の活用。 

（３）生徒指導・教育相談の日常化：①全校体制での指導。「先生みんなが、みんなの先生」 

②問題行動の早期発見と早期指導 

③特別な支援を要する児童への共通理解と対応（定期的な 

                  部会の開催と個別指導計画の作成・実践）、周辺児童の育成 

３【危機管理】 

 （１）危機管理体制の確立   ：日常の危機管理（危機への即対応と危機予防・事後処理 

                 アレルギー・水難事故対応に対する教職員の意識と対処技術 

の向上） 

 （２）緊急放送に対する対応  ：緊急放送対応について児童への指導 

 （３）地震等の災害時の訓練  ：定期的な訓練と児童の災害対応に対する意識の向上 

自分を  友だちを  そして地域を愛する子どもの育成 

 

 

心豊かな子 自ら学ぶ子 個性輝く子 

 


